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今年に入り、大和郡山市・天理市内において、「キャッシュカード」を
だまし盗られる詐欺被害が連続して発生しました。

詐欺の手口

● 警察官や金融機関職員を名乗る犯人から突然電話がある
「あなたのカードが悪用されている」
「古いカードと交換するので暗証番号を教えて欲しい。今からカードを取りに行く」

↓
● 銀行協会や警察官を名乗る犯人が被害者の自宅に現れ、封筒にキャッシュカード
を入れるよう指示をする （暗証番号を書いたメモを一緒に入れさせる場合もある）

↓
● 犯人が被害者に「封筒に封印をするため、印鑑を持ってきて欲しい」と指示する
被害者がその場を離れた隙に、全く別のカードが入った封筒とすり替える

↓
● 犯人は、被害者が印鑑を持って戻ると、すり替えた後の封筒に割印をさせ、

「連絡があるまでこの状態で保管してください」等と言って立ち去り、その後、
すり替えて盗んだ被害者のキャッシュカードを使って、ＡＴＭで現金を引き出す

「捜査のために封印する」

「古いカードを交換する」

「暗証番号の変更が必要」

「口座が悪用されている」

警察官や金融
機関の職員が
キャッシュカー
ドを預かること
は絶対にあり
ません！

被害に遭わないために 「手口」 を知りましょう！


